


































同等品を選定する場合の手続きについて 

 
 入札仕様書等に「指定品」・「特注品」と表示されていない物品については、例示品として示し

たメーカー・型番の品目のほか、それと同等以上の品物（以下、「同等品」という。）を選定し、

入札に参加することができます。 
 同等品での入札参加は、事前に同等品の確認を行い、承認を得ることを条件とします。 
 （注：事前に確認を受けていない同等品で見積り、落札者となった場合、その物品で契約を締

結することができない場合がありますので、必ず事前に承認を得てください。） 
 
 
１．同等品の定義 
  同等品とは、仕様書に記載する規格・品質・性能等と同等以上のものをいいます。 
 
２．同等品確認の方法 
  同等品により入札参加を希望する場合は、令和 2 年 2 月 19 日（水）17 時までに次の書類

を佐賀労働局総務課へ提出してください。 
  なお、同等品の確認書は、必ず、入札案件ごとに作成してください。 
（１）同等品確認書（※任意様式） 
   様式は任意としますが、次の内容を記載してください。 
   ①「品名」（仕様書に記載されたもの） 
   ②「例示品」（仕様書に記載されたもの） 
   ③「同等品候補」 
    ・同等品として承認を得たい品物のメーカー・品番・規格・性能等・税抜価格（カタロ

グ表示等のメーカー希望小売価格。ただし、オープン価格の場合は「オープン価格」と

の表示で可）を記載してください。 
    ・規格には寸法・材質等を、性能等にはグリーン購入法適合等の詳細を記載してくださ

い。 
   ④「事業所代表者氏名」及び「押印」 
（２）同等品候補が記載されたカタログ、価格等の資料（コピー可） 
   仕様書に記載された規格・品質等が提出資料で確認できない場合は同等と認められません。 

また、指定期限後にカタログ等資料を提出されても受付はいたしませんので、ご留意くださ

い。 
（３）その他 
   入札仕様書にて指定するもの 



佐賀労働局総務部総務課

１ プロジェクター等の購入及び複写機の交換

２ 仕様書別表のとおり

３ 仕様書別表のとおり

４

５ ・

・

６ ・ 納入する物品は、全て新品であること。

・ 納入、設置については、納入先担当者と詳細な打合せ・調整を行うこと。

・

・ 納入時に機器の操作方法等について講習を行うこと。

・

・

仕　様　書

件 名

規 格 及 び 数 量

納 入 場 所

納 入 期 限 令和2年3月27日(金)

ア フ タ ー ケ ア 納入物品に関し、物品の引渡しの日から1年以内に発見された瑕疵にかか
る修理又は取替えの諸費用は、落札業者が負担すること。

物品引渡しの日から1年以内に生じた不具合に対しては、対応した日付、
対応者、持込先メーカー、原因、処置内容がわかる報告書を佐賀労働局
総務課及び不具合が生じた部署あて提出すること。

そ の 他

納入先担当者が指示する場所へ、通常使用が即可能なように設置・設定を行う
こと。

本仕様書について疑義が生じた場合、また、本仕様書に明記なき詳細事
項については、速やかに当局あて協議を行うこと。

グリーン購入法適合製品等、環境に配慮された製品での応札に努めるこ
と。



仕様書別表

総務部 安定部 佐賀署 唐津署 伊万里署 佐賀所 唐津所 伊万里所

1 プロジェクター

・表示方式：三原色液晶シャッター式
・パネル画素数：1024×768×3
・明るさ：4,000lm以上
・色再現性：10億7000万色程度
・映像入力端子：ミニD-Sub15pin、RCA端子を備えること。
・投写距離：3.5m程度（アスペクト比4：3、
　　　　　　　　　　　画面サイズ100インチの場合）
・その他：ゆがみ補正機能があること。
・リモコン：要
・天吊りで設置を行うこと。
　（別途金具等が必要な場合は、見積金額に含めること。）

エプソン　EB-970
　+天吊金具　ELPMB23

台 1 1

2 設置・撤去・処分作業
・№1の設置
・撤去・処分：プロジェクター
　　　　　　　（エプソン　EMP-7850及び天吊金具　ELPMB13）

式 1 1

3 ノート型パソコン

・画面サイズ：15.6型程度
・OS：Windows10（64ビット）以上
・CPU：Intel Core i3-7020U以上
・メモリ：4GB以上
・ハードディスク：500GB以上
・光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
・ソフト：Microsoft Office Personal 2019
・キーボード（テンキー要）、マウス、リチウムバッテリー、
　ACアダプタ要

NEC　VRL23/F-5 台 3 3

4 モバイルプリンター

・用紙サイズ：A4
・印刷機能：カラー印刷
・対応OS：Windows 10
・№3のノート型パソコンに接続できるもの
・リチウムイオンバッテリー、電源コード、PC接続用ケーブル要

HP　Officejet 200 Mobile
（CZ993A#ABJ）

台 3 3

5 インク（黒）
・№4用（純正品）
・印刷可能枚数：600枚程度以上

HP　HP62XL（C2P05AA）
インクカートリッジ黒（増量）

個 3 3

6 インク（カラー）
・№4用（純正品）
・印刷可能枚数：415枚程度以上

HP　HP62XL（C2P07AA）
インクカートリッジカラー（増量）

個 3 3

7 キャリングバッグ

・№3及び№4が収納可能であること
・ノート型パソコン収納部分用ダイヤル式錠付き
・ショルダーベルト付き
・収納寸法：プリンタ用W390×D90×H290mm程度
　　　　　　パソコン用W390×D65×H290mm程度

ELECOM　BM-SE04BK 個 3 3

単位No. 品名 規格・仕様等 参考品
佐賀労働局 監督署 安定所

合計



仕様書別表

総務部 安定部 佐賀署 唐津署 伊万里署 佐賀所 唐津所 伊万里所
単位No. 品名 規格・仕様等 参考品

佐賀労働局 監督署 安定所
合計

8 ノート型パソコン

・画面サイズ：15.6型程度
・OS：Windows10（64ビット）以上
・CPU：Intel Celeron-3865U以上
・メモリ：4GB以上
・ハードディスク：500GB以上
・光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
・ソフト：Microsoft Office Home&Business 2019
・キーボード（テンキー付き）、マウス、リチウムバッテリー、
　ACアダプタ、再セットアップ用媒体要

NEC　VJE18/F-5 台 1 10 3 1 1 2 1 19

※ 本仕様書について疑義が生じた場合、また、本仕様書に明記なき詳細事項については、速やかに当局あて協議を行うこと。

※ グリーン購入法適合製品等、環境に配慮された製品であるように努めること。

※ 参考品として計上しているため、同等品は可とする。但し、事前にカタログ等を提示して承認を得ることを条件とする。

※ 納入時の対応が必要なものについては、納入前に現地担当者と日程調整を行うこと。

納入場所一覧

〒840-0801　佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第2合同庁舎　4階 TEL：0952-32-7155 担当者：茶屋

〒840-0801　佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第2合同庁舎　6階 TEL：0952-32-7216 担当者：高尾

〒840-0801　佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第2合同庁舎　3階 TEL：0952-32-7133 担当者：松隈

〒847-0861　唐津市二タ子3-214-6　唐津港湾合同庁舎　1階 TEL：0955-73-2179 担当者：西方

〒848-0027　伊万里市立花町大尾1891-64 TEL：0955-23-4155 担当者：秋永

〒840-0826　佐賀市白山2-1-15 TEL：0952-38-5250 担当者：山口、溝口

〒847-0817　唐津市熊原町3193 TEL：0955-72-8609 担当者：馬渡

〒848-0027　伊万里市立花町通谷1542-25 TEL：0955-23-2131 担当者：中川、幸福司

佐賀労働局　総務部総務課

佐賀労働局　職業安定部

佐賀労働基準監督署

唐津労働基準監督署

伊万里労働基準監督署

佐賀公共職業安定所

唐津公共職業安定所

伊万里公共職業安定所



仕様書２ 
 
1 件名 

 複写機１台の交換購入 
 
2 調達品目、数量       

複写機（デジタルフルカラー複写機） 1 台 
 
3 交換品目、数量 

 仕様詳細のとおり 
 
4 納入・交換場所 

 仕様詳細のとおり 
 
5 納入・交換期限 
   令和 2 年 3 月 27 日（金）（できるだけ早期に納入すること） 
 
6 調達品目の仕様内容 

（1）仕様詳細のとおり 
（2）納入の際は、新品であるとともに機器の状態についても十分に確認を行ったうえで納入

すること。 
（3）納入先担当者が指示する場所へ通常使用が即可能なように設定を行うこと。 
（4）納入時に機器の操作方法等について講習を行うこと。 
（5）設置については、上記 4 の現地担当者と詳細な打合せ・調整を行うこと。 
（6）納入の際に、既存の機器（上記 3）を引き取ること。 
（7）複写機の引取りに際し、旧複写機に残存する全ての電磁的記録情報を抹消すること。 
（8）参考品として計上しているため、同等品は可とする。但し、令和 2 年 2 月 19 日（水）17

時までに同等品確認書及びカタログ等を提示して承認を得ることを条件とする。 
 

7 調達品に係る保守業務 
（1）保守業務期間 

設置日から令和 2 年 3 月 31 日までとする。 
（2）次年度以降の保守業務 

別途、業者を選定する。 
（3）保守業務の業者 

保守業者の名称を入札金額内訳書に記入すること。 
（4）保守単価 

① 保守単価は、下記（5）の作業を実施するために必要な経費を全て含んだプリント 1
枚あたりの単価（小数点以下第 2 位まで）で設定すること。 



② 月額基本料金（最低保証金額）の設定は行わないこと。 
③ 契約期間中の単価の変更は認めない。 
④ 単価は、次年度以降の保守契約の基準とする。 
⑤ テストコピー及び不良コピー等について、保守対象数量から一律○％といった控除枚

数の設定は行わないこと。控除枚数は受注者が、機械の保守にあたって、機械の点検

と調整の為に使用したプリント及び受注者の責に帰すべき原因での不良プリントが

生じた場合、その実枚数とすること。 
（5）保守業務内容 

① 保守業務場所 
仕様内訳書のとおり。 

② 定期点検 
複写機を正常な状態で使用できるように 1 ヶ月に 1 回以上、メーカー教育を修

了した技術員を機器設置場所に派遣して、点検・整備を行うこと。ただし、設置

日が月の中途の場合、その月の点検は要しない。 
③ 随時点検 

複写機が故障した場合、技術員を機器設置場所に派遣し、速やかに正常な状態

に回復させること。 
なお、故障の通報は閉庁日を除く日の午前 9 時から午後 5 時 15 分までとし、

通報から 2 時間以内に到着できるよう、技術員を配置すること。 
ただし、通報当日に到着できない場合は、当局と協議のうえ、翌日（閉庁日を

除く）の午前 10 時までに対応すること。 
④ 作業報告 

複写機の点検等及び正常回復実施に当たっては、作業開始前及び終了時に当局

検査担当者に報告を行うこと。 
なお、終了時には実施日時、機器名、機器番号、実施した点検等の内容、交換

部品、消耗品の機器への補給状況、機器の清掃状況、メーター指示数等を記載し

た保守完了報告書（任意様式）を提出すること。 
⑤ 消耗品関係 

複写機に必要な感光体、トナー、ディベロッパーなどの消耗品は不足のないよ

うに、速やかに供給をおこなうこと。 
なお、当局の要求で供給を行う場合は、5 時間以内に供給すること。 
また、使用済トナー等は、業者が回収を行うこと。 

⑥ 保守料金の請求及びカウンタ指示数の確認 
保守料金の請求は、設置日から毎月末までの分を取りまとめて行うこと。 
カウンタ数の確認は、毎月末日以前の 5 日間に実施すること。確認方法及び確

認日時は、機器設置場所担当者と協議のうえ決定することとし、確認方法は、発

注者もカウンタ数を確認できる方法によること。 
⑦ その他 

複写機故障時の修理に要した部品等の料金は、保守料金に含まれるものとする。 



 
8 その他 

（1）入札者は、契約履行に要する一切の諸経費を含め入札金額とすること。 
（2）入札金額内訳書には、複写機の交換購入に係る金額及び保守業務に係る見込み金額（単

価×使用予定枚数）を記入して、入札書と併せて提出すること。 
（3）使用予定枚数（1 か月分） 
    納入場所で同時期（平成 31 年 3 月）に使用した枚数分とする。 

ブラック  3,250 枚 
カラー     76 枚 

（4）使用予定枚数は、あくまで予定であるため、減があった場合も了承すること。 
（5）引き取る複写機の最終カウンタ指示数を、納入先担当者と確認し、入札担当部署に書面

（任意様式）で提出すること。 
（6）引き取る複写機は、本体ハードディスクのデータを必ず消去し、「作業完了報告書（任

意様式）」を入札担当部署に提出すること。 
（7）再委託についての要件は、別紙のとおり。 

 
9 アフターケア 

（1）納入物品に関し、物品の引渡しの日から 1 年以内に発見された瑕疵にかかる修理又は取

替えの諸費用は、落札業者が負担すること。 
（2）物品引渡しの日から 1 年以内に生じた不具合に対しては、対応した日付、対応者、持込

先メーカー、原因、処置内容がわかる報告書を入札公告 3（1）の担当者及び不具合が生

じた部署あて提出すること。 
 
 
 



 
（別紙） 

再委託についての要件 
 
第１ 再委託について 

（１）落札者は、委託業務の全部を第三者（乙の子会社（会社法第 2 条第 3 号に規定する子会

社をいう。）を含む。）に委託することはできない。 
 （２）落札者は、再委託する場合には、甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受

けなければならない。ただし、当該再委託が 50 万円未満の場合は、届け出を行わなけれ

ばならない。 
 （３）落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以

下「再委託者」という。）の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 
 （４）落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な

事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 
 

第２ 再委託先の変更 
落札者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第１（２）ただし書に該当する場合を

除き、再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 
 
第３ 履行体制 

（１）落札者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三

者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲

に提出しなければならない。 
（２）落札者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を甲に

届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を

要しない。 
・受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみ

の変更の場合。 
・事業参加者の住所の変更のみの場合。 
・契約金額の変更のみの場合。 

（３）前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたと

きは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 
 
 
※上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。 

 



仕様詳細 デジタルフルカラー複写機

（1） 仕様 （2） 参考品

： MP C4504A SP

+サプライテーブルTB3020

： bizhub C458

+排紙トレイOT-506

+専用デスクDK-510

： e-STUDIO4515AC

+デスクMH-5005

（3） 交換品目・数量

京セラ　KM-C4035E（平成21年2月購入）1台

12月末のカウンター数　

（4） 納入・交換場所

佐賀労働局　職業安定部　職業対策課

佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第二合同庁舎6階

担当者：伊勢 TEL:0952-32-7173

ソート機能 要

環境配慮事項
・エコマーク
・国際エネルギースタープログラム
・グリーン購入法

両面コピー 要

自動原稿送り装置

両面同時読取（1パス） 要

原稿積載枚数 100枚以上

最大原稿サイズ Ａ3以上

ＨＤＤデータ消去 要（上書き消去等）

テーブル  要(高さ調節の為）

キャスター  要

モ ノ ク ロ ： 3,923枚

消費電力 1.5kW以下 カ ラ ー ： 261枚

連続複写枚数 999枚以上 モノカラー： 0枚

連続複写速度（Ａ４横・分速） モノクロ45枚以上、フルカラー45枚以上 モノカラー： 6枚

複写倍率 25～400％ カ ラ ー ： 27,757枚

給紙方法
550枚以上×2トレー以上

手差し100枚以上
直近12ヶ月の月平均使用枚数

ファーストコピータイム モノクロ5.5秒以内、フルカラー7.5秒以内 モ ノ ク ロ ： 904,370枚

用紙坪量（手差しトレイ） 最大280g/㎥以上

解像度

読取時 600ｄpi×600ｄpi以上 +データ消去オプションGP-1070

書込時 600ｄpi×600ｄpi以上

階調 256階調以上

ウォームアップタイム（主電源投入後） 25秒以内

+両面同時原稿送り装置MR-4000-B

コニカミノルタ

メモリー容量 768MB以上

ＨＤＤ 40GB以上

フルカラー対応 要

最大複写原稿サイズ A3以上 東 芝

複写サイズ
最大：A3以上

最小：はがき以下

項目 基準値 リ コ ー

本体サイズ
（ADF含む）

Ｗ 550～650㎜程度

Ｄ 650～750㎜程度

Ｈ 900～1000㎜程度


